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1 .本研究の目的と検討課題

近年、宮本の公立学校に在籍する外国人児童生徒の教育課題として、学習言語力(教科学習に

必要な言語力)としての日本語力の育成が重視されてきている。 1990年代に外国人児童生徒が急

増した頃には、生活言語力(日常生活に必要な言語力)としての日本語力の育成が顕在的な課題

で、あったが、 2000年代に入り、外国人児童生徒の長期滞在化や定住化により、進路指導とかかわ

って、進学や就職につながる日本語力と学力の育成に、教育課題の重心が移ってきたことがその

背景にある。だが、こうした課題への対応;士、その必要に追られた一部の自治体の模索の中で行

われてし、るにすぎず、国として取り組むべき解決課題や施策方針を示したり、積極的な財政措置

を講じたりしているわけではない。新しい教育課題として重要度を増している学習言語力の獲得

と学力保障についても、思レベノレで、の施策を欠いているのが現状である。

一方、移民受入大国の事例をみると、移民の児童生徒への教育が拡充している。教育政策や学

校経営の実態を議論する際にも、多民族・多文化といった児童生徒の属性は、考慮すべき条件と

して自明祝されている 10 移民や言語的マイノリティの教育上の利益を保障するために、学校経

営が何を目指して何を行う必要があるのかについて、一定の社会的合意がある。なぜ、諸外国で

はそのような合意が成り立つ vているのか。何が吉本の学校経営の制度的環境と異なるのか。この

差はどこに起因しているのか。このような問いを持って諸外国の移民教育政策を参照すると、日

本で、外国人児童生徒の教育一上の利益を保障するために、学校経営が何を目指して何を行う必要が

あるのかを明らかにする手がかりを得られるのではないか。

しかし、“日本とは異なる制度"の紹介だけでは、制度的環境や社会的合意の程度が違い過ぎて、

そのままでは参考にできない。「移民Jや f外国人jの定義が多様なため、誰を教育施策の対象に

し、どのような移民教育政策を策定するのかも国によって異なるO そこで、異なる考え方や社会

背景の下で発展してきた諸外国の移民教育政策から学ぶためには、まず、それぞれの教育施策が
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位置づく文脈(考え方、社会背景、国籍等の社会制度)の把握が求められる。その上で、国際比

較の観点から、各国の教育施策の特徴と相違点を捉えるための分析枠組みの構築が必要だろう。

以上の問題意識から、本研究は、諸外国において移民や外国人の児童生徒の教育課題が、どの

ような文脈の下でどのような施策として位置づいているのかとしづ検討を通して、移民や外国人

の児童生徒の教育言思題に向き合う学校経営の制度的環境の把握を行う。その際、移民教育政策の

重要な領域である言語習得と学力保障に着目する九その上で、日本と諸外国の教育施策の比較

を可能にする分析枠組みの構築を試みることを目的とする九

そのために、イギリス、オーストラリア、アメリカ(以下、英豪米)を事例とし、各国で公用

語の言語力が未熟である者に対する言語教育施策と、公用語を教授言語とする学校教育において

学力不達成主の者に対する学力向上施策が、それぞれ誰を対象にし、どのような内容で行われて

し1るのかを明らかにすることとした。その際、施策が実施されている文脈の把握のため、施策の

対象者を区分する基準と施策実施の背景に着目することとした。検討対象を英豪米とする理由は、

し吋"ttも移民受入大国で、あり、公用語および学校での教授言語が英語だからである。移民受入大

国や移民教育政策を積棒的に展開している国は、ヨーロッパ大陸の諸国等多数あるが、今回は英

語圏 3ヶ留を取り上げることで、施策の対象者や内容を表す単語やその単語に込めた価値観の異

同を比較しやすいと考えた。また、英豪米は、先行研究5で、も、移民の受入に僕jじて教育施策の

模索を続けてきた事例と指摘されている。よって、本研究では英豪米を研究対象として設定

2. 分析の視点

(1)彊民と富良以外を分かつ基準と文脈

日本では、「国民JI土日本国籍者を意味する。父母両系血統主義をとるため、「出生の時に父又

は母が日本国民であるときJ(国籍法第2条第 1項)、子は日本国民(日本国籍者)となる。 日本

の教育施策上、「移民jとしづ用語は登場せず、日本国籍を持たない児童生徒を指す用語には、「外

国人児童生徒j と「在日外国人Jがある。それぞれに対応する教育施策として、外国人児童生徒

教育と在日外国人教育(在日韓国・朝鮮人教育)が別々に行われている。「外国人児童生徒Jは、

f日本語が母語ではなく、なんらかの臼本語指導を必要とする児童生徒j を指すときに用いられ

る。この中には、外国籍でも日本語が母語で日本生まれ・日本育ちの特別永住者(在日韓国・朝

鮮人や在日中国人)などは含まれノなしt 九一一方で、国際結婚家庭や国籍変更(帰化)の児童生徒は、

日本国籍で、あっても、家族の民族的ルーツが外国にある場合は、「外国にルーツのある子どもj と

して、外国人児童生徒教育の対象と見なされることもあるりこのように 日本国内でも教育施策

の対象とする「外国人j を指す用語は複数あり、用語によってそこに含まれる人が異なる。

そのため、日本と英豪米を比較する際、まずは教育施策の対象がどのような用語で括られてい

るかを明らかにする必要がある。例えば、国籍法や出入国管理政策で使用される用語を見て、国

民と国民以外が区分されている基準(居住国の国籍保持の有無、本人の居住年数や出生田等)、国
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民以外の者を分類している基準や用語(外国人、移民等)を明らカヰこする必要がある。加えて、

教育施策に応じて用語の使い分けがあるとき、どの施策でどの用語が使用されているかを文脈と

ともに明らかにする必要がある。例えば、日本では「外国人児童生徒jや[外国にルーツのある

子どもJの用語は、子どもの日本語指導に関する施策の文脈で使用され、「在日外国人jの用語は、

在日韓国・朝鮮人等のアイデンティティや差別の問題に関する施策の文脈で使用されている。

そこで本研究では、各国で、「言語的ハンデれが原因で学力向上に支障があると見なされ、積機

的な施策の対象と考えられてし¥る児童生徒lを、どのような言葉で表している治、を明らかにする。

(2)国民と盤渓以外での教育を受ける機会や教育内容等の違いの有無

日本では、日本国籍を持っか否かで保護者の就学義務の有無が異なるが、子どもの教育を受け

る機会でみると、実質的には日本人・外国人では同等に保障されている。日本では、国内法規で

は外向籍者の教育を受ける権利を保障する規定はないが、国際人権規約等の国際法規を適用する

ことで、教育を受ける機会の保障を行っているからである。しかしこれは、外国人児童生徒の多

様な民族的・文化的特性に基づく教育ニーズへの対応までを合意するものではない。日本の国民

教育に賛同する場合に公立学校への就学を認めるとしづ形式をとっているように、日本人を育て

るための教育に参加する機会を、外国人にも開いているとしづ状況であるc また、教育を受けた

結果として、由民と国民以外の教育達成を!司程度にすることを保障するものでもない。良くも悪

くも、 II本人と外国人との間で受ける教育の内容に差はない。しかし、例えばシンガポールのよ

うに、尽によっては、国民 (citizen) と国民以外との間ではなく、田氏以外の中を純分化し、永

住権取得者 (permallentresidents) と外国人 (fωeigners)のように区別して、受けられる教育

の機会等に差を設けている場合もある 7

そこで本研究では、日本と英豪米で、国民と田氏以外で教育を受ける機会(教育を受ける権利

の保障) (こ差があるのか、受ける教育の内容に差があるのか、あるとすればどのような根拠でそ

の差が正当化されている治、を検会「するりあるいは、国民か国民以外かとしづ区分ではなく、

を受ける機会や教育内容等にj去を生じさせることを正当化する月IJの分け方があるかを検言宇)一るc

(3)学力問題が語られる文脈と対象

日本では、学力と との柁互関係に着自する形での明確な学力施策はないJ だが、英豪米

では、公用語や'判交での教授言語を習得していないことが学力形成上で大きなハンデ、となること

はすでに着目され、その改善に向けた施策が講じられてきた。また、どの言語の教育を学校で優

先するかについても、コミュニケーションツールという日常生活で、の使用の便の域を超えて、あ

る言語を共有することが国家統合や国際的な経済競争力の向上につながるという考えの下ご、

語教育の目的や実施手段が明確にされている。そのため、移民教育政策のなかでの学力と

との相互関係や、言語力の育成を重要視する背景についても自を向ける必要があるひ

{ヂiJえば、子どもに学力を身につけさせることをめざした施策のことを、学力「向上j施策と表

現する場合と学力「保障j施策と表現する場合があるように、各国での用語の意味と使用状況、
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社会的背景を明らかにする。また、各国で習得が期待されている「学力」がどのような中身を指

し、それがどのような言葉で表現されてし 1るのかも明らかにする。

3. イギリス

(1)多民族国家と移民

イギリスは、イングランド ウエールズ、スコットランド、北アイノレランドの4つの独立した

地域の連合顕であることや、歴史的な事'情により海外に多数の領土を有してきたことなどから、

f国民j がだれを指すのかの定義づけは容易で、はない。出生地主義を採るため、両親が英国籍か

定住者である英国出生者、両親が血統以外の理由で英国籍を有する海外出生者は、英国籍を取得

できるが、国籍法制では国民や国籍を定義していなし¥一方で、出入国管理法制により、イギリ

スに自由に入国及び居住できる事実上の「市民j としづ区分を設けている。この「市民Jが「国

民j と同義に解され、「国民J以外の者を f外国人j としづ。しかしながら、「外国人jや「移民」

の定義づけは容易ではない。国際連合の定義(到着以前に 1年間以上外国に在住じてし、た者のう

ち、入国時に 1年間以上の滞在意図を表明した者)に対応していることから、英国籍者で、も f移

民jに含まれる場合があるほか、「外国人j と「移民jが、!日英連邦諸国出身者か否かといった歴

史的事情により、異なるグノレーブつを指す用語として使用されてきたからで、ある。現夜では、 2008

年に出された[ポイント制度:移民をイギリスのために役立てるJ勅令書により、「移民jと「外

国人j は同じ制度で管理され、 i商用語の境界は暖味になってきている。

そのような中、イギリスで、は移民の教育問題が早くから全国的な争点になってきた。同化政策

に始まり、統合、多文化教育、反人種差別教育などを経て、多民族社会としてのコミュニティ結

束(community cohesion) Sやコミュニティ・インクルージョンなどが議論されているヘ近年では

一段と多民族化は進行し、ロンドンだけでも 180カ国の出身者が滞在するとしづ。ここから、「イ

ギリス市民Jの育成として、シティズンシップ教育の必要性も指摘され、充実が図られてきた lυ。

(2)移民への支援

イギリスの学校の教授言語は、基本的には英語である。英語を第一言語としない生徒など、英

語能力が十分でない者については、就学前に教育を受けることが推奨されているものの、初等教

育以降は、基礎的な英語能力を獲得するだけのために在籍学級から離れて学習することはない。

英語以外の第一言語を授業で使用することは、学力と英語能力向上のための手段として奨励され

ているが、英語以外の言語で教育を受ける権利は法的に保障されてはし 1ない。英語を第_._~言語と

しない生徒も通常授業を受けることになり、第二言語としての英語学習が必要と認定された者で

も、言語の特別クラスに留めるのではなく、可能な限りそれぞ、れの年齢に見合った通常クラスに

配置することが基本とされている。ただし、政府は、全ての教員が通常授業に特別な活動を組み

込むことを通じて「第二言語/付加的言語としての英語(English aS Addi tional Language: EAL) J 

を習得させる機会を提供することを期待している。 EALの専任教員が配属されることも多く、各

-36-



i三1)[τ智美・牲:雌|専志・鞍馬郁美・末松裕jよ・ H現)長邦大
: 1]本と豪米における移民教育政策の分析枠組み

教科内容の学習にどのように英話学習の機会を組み込んでし 1く均、について助言を行うほか、各教

と連携して、 EAL学習者がいるクラスで支援を十11J (ノ

また、生徒が各校のカリキュラムに見合うノk準の英訟能力を獲得するために、学校は禄々な措

じることができるの生徒の第守‘を使用することもその措買の 1つに合まれており、英

としなしげ走への支援は、学校予算やIL:.1iド〕教育ニーズなどによって決まる。さら

に、エスニック・マ〆イノリティと英語を丹:主計十としなし ¥/1~徒の学 )JIÎ1]J-_を支援するために、地

と学校には、政府から特別補助金(1エスニック・マイノリティの学業到達:皮のための基金j

(Ethnic前inorityAchievement Grant: EMAG))が交付される II これは、低学力}留にあるエス

ニック・マイノリティや英語を第一言訴としない生徒の学j][iijJ:.にi直後!記述すーるi舌動に限って使

用できる。対象者の在籍数に基づいて算出されるが、日仏G予算の 15(10は地方当局に配分され、特

定のニーズに見合うように 85%は学校に直接配分され、各校はエスニシティごとの学力分析を許

可され、その検証が求められる 120

(3)学力問題が語られる文脈と対象

校長研修などで、学校の経常課題の最優先事項として「社会正義(socialjustice)J という表

現が校長当人によって用し 1られるなど、エスニック・マイノリティの生徒については盛んに議論

され、ナショナノレ・テスト等の学業到達度(academicachievement)の向上が課題にされるのその

際、「学力保証(securingacademic achievement) J i学力水準の向上(raisingstandards) J r学校

内外の学力格差の解消 j としづ表現が用し 1られることが多い。

各校の業績として生徒の学力状況は公表されるが、ナショナノレ・テストでは生徒の到達度の数

値がそのまま絶対評価されることはない。各キー・ステージ (7、11、14、16歳)で、前回のテ

ストからどれだけ成績が向上したか、その到達度の伸び率(付加価値度:value added measure) 

が学オ交の業績となる。その際、生徒の家庭の経済状況を示す指標として無償'給食(freeschool 

meal: FSM)受給資格を有する生徒の比率が使われ、各校は、全国の類似校(FS註率が類似する学校)

と比較される。エスニック・グループ月IJの学力状況も検討され、機会均等のあり方も検証される。

これらには、家庭の社会・経済的背景が学力に関係しているとの前提がある。また、社会・経済

的に不利な状況(disadvantaged)にある生徒でも、相対的な伸び率に着目すると、学校の取り組み

や学力向上への貢献状況の差が明るみになるとし 1う学校効果性研究の成果が反映されてきた。

2003年にはアフリカ系カリブ人の学力向上プログラムが始まり、 30校に特別予算が付与され、

リーダーシップ研修、外部からの助言、教員研修、メンタリングによる相談などが実施され 13、

2004年から EMAGの交付が始まった。 2008年には、校長等のためのガイドライン(AGuide to 

Achieving Equality and Diversity in School and Children' s Centre Leadership)が政府より

刊行され、学校レベノレで可乙等性や多;j:~守生を達成するための明確な方針が必要であるとして、行動

枠組みや実践例が示された。さらに、不利な状況下にある学校に対する他校優秀校長等による助

-指導を通じた学校間支援が 2006年に開始され、助言・指導を受けた学校の多くがナショナル・
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テストの成績を向上させたことが報告された1¥2010年以降は、政府は、特に「エスニック・マ

イノリティと貧困jの関係や「学力向上と社会移動j の関係の重要J性に注目して教育施策を実施

しており、 2015年には『エスニック・マイノリティと学業達成 貧出の影響』と題する

子Ij行した。

4.オーストラリア

(1)教育を受ける権利の保障一国民と移民

オーストラリアは多民族国家である。 2015年 1月時点での人口は 2351万人である。 2011年の

国勢調査によると、全人口の 26弘は外国生まれである。歴史的にヨーロッパ系移民を多く受け入

れてきたが、近年、中国、インドといったアジア系移民が増加している。公用語は英語である。

オーストラリアの由民はオーストラリア市民権保有者(AustralianCi tizens)を意味する。市

民権を取得すると国籍を持つことになり、選挙権が付与され、社会保障、教育、医療などの公共

サービスを受けられる。オーストラリア人を親にもつ子は市民権を自動的に取得する。外国生ま

れの人でオーストラリアの市民権取得を希望する場合、いったんオーストラリアに4年間定住し、

市民権テストに合格する必要がある。市氏権テストは「市民権の取得を希望する人が国民として

ふさわしいかどうかを審査するため、 i母国の歴史、地理、文化のほか政治制度やオーストラリア

の価値観に関する問題を英語で出題し、回答させるというものJ1 5で、 2007年に導入された。

市民権を有しなくても、オーストラリア永住権保有者(AustraliaPermanent Resident)は、い

わゆる移民のカテゴリーに位置づけられ、社会保障、教育、医療などの公共サービスを受けられ

る。永住権の保有者は納税義務と引き換えに公共サービスを受けられるが、選挙権は与えられな

い。外国からの移民で、オーストラリアに定住を希望するが出身国の国籍を維持したい場合、永

住権取得者になる。もちろん、移民希望者がすく、、に永住権を取得で、きるわけではなく、審査を受

ける必要がある。移民は、技能移民と家族移民から構成される。このf也、人道的支援の観点から

難民・避難民として永住権を取得するノレートもある。

初等・中等教育を受ける機会は、国民(市氏権保有者)と移民(永住権保有者)が共に権利を

持つO 高等教育に[到して、永住権保有者の学費は市民権保有者と同じであるが、永住権保有者は

ローンの申請資格が無いため J6、市民権保有者と!司一ーの権利を有するとは言えない。

(2)初等 a 中等教育に関する国民と移民の簡の相違点一移民への支援ー

初等・中等教育において、国民と移民の問で教育を受ける機会や内容の違いは基本的には存イピ

しない。新しく市氏権を得た者も直前まで、は永住権保有者だったため、両者の区分は日常生活や

教室では[l愛味である。出民も移民も、普段はオーストラリアの人々 (Australiall People)として一

括されているつ学校教育においても、ニュージーランド等の英語圏からの移民であれば、文化的-

E言語的;こ問題はほとんどない。英語間以外からの移民で、あっても、アジア系上流階層に見られる

ように、英語が堪能で成績優秀な場合がある。この点のみにあえ一て若目すれば¥国民であろうと

。円Uq
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移民で、あろうと、州政府の規定に基づし 1て、同じ教育機会と教育内容の下で共に学んでいる。

逆に考えれば、田氏、移民のいずれの児童生徒で、あっても、学習に困難が生じる場合がある。

そのような児童生徒が標準的な学力水準に少しでも近づけるように、教育上の支援体制が設けら

れている。オーストラリア政府は、教育における公平(equity)の問題と位置づけ、次の属性の児

童生徒に、教員の加配、予算の増額、特別なカリキュラムの準申請等の配慮を行っている。 11.先

住民とトーレス海峡諸島氏、 2.結がし¥者、 3 英語以外の話者 (Non--Eng1 i sh Spωking 

Backεrounds)、4.過疎地・遠絹地の在住者、 5.社会・経済的地位が低い者J1 

このうら、移民の典型的な属性は「英語以外の話者j である。オーストラリアの初等・中等教

育は、公用語で、ある英語で行われている。よって、英語額以外からの移民が英語の壁に当た

英語力が乏しい移民の場合は、特別な英語教育の支援が必要となる。それが第二言語としての英

(Engl ish as a Second Lan尽lage:ESL) (ピクトリア州では、 とし (Engl ish as 

an Additiwlal Langua足。:EAL)と呼ばれる)で、ある。第二言語としての英語{土、主ず、移民の児

童牛徒に対してー年問、公立の第二言語としての英語専門校で実施される。次;に三、 i通品;常宅常予の公立宇

校にまお、ルし 1て、第二言語としての英語コ一デデ、イネ一夕一が中J心L心、となり、補古背1等をj通盈して実施される C

社会経済的に不利な立場にある移民の場合、英語力不足だけでなく貧困の問題も抱えるつ教育

行政機関やすオ交現場で「不利な状況にある J(D i sadvan tagecl)としづ言葉が使われている。これは、

英語能力がト分ではなく首脳状況にある児童生徒を形容する概念である。このような児童生徒を

学校教育でどのように支援していくかが、政策と、予算配分土、そして実践 i二、関われているつ

(3)学力問題が語られる文脈と対象

オーストラリアの全l司教育目標{士、住指す児童牛i走像として、[すべての若し¥オーストラリア人

が、成功した学習者、自信を持った創造的な個人、活動的で情報を有する市民になること j l討を

十呂げている。この呂4票をi主目立寸一るために、 となる学力の育成が必要との観点治、ら、連邦政府・

各州政!i守の合意により、全国到達度評価プログラム (National Assessment Prograrn)が実施されて

いろ/ 二のプログラム{士、リテラシーとニューメラシーの全国到達度評価プログラム ional

As犯行sment Pro巳ram~Litoracy and Numeracy NAPL!山)J、理科的リテラシ一、公民科とシティ

ズンシッブ、 ICTリテラシーに関する 3年毎の抽出到達度評価、 PISA等の間際学力調査への参加

治、ら構成されている。このうち、 NAPLANが最も影響力が強い。その理由は、毎年、

校と夜、立学校の第3、5、7、9学年の全児童生徒を対象に行われ、学校ごとの成積がウェブサ

イト(~骨 School lVebs i te) で公開されるヵ、らで、ある。これに対しては、テスト主義の授業観と教

師中心の教育方法を広げるものだと批判されてし 1る。

NAPLAN I士、属性ごとのデータも公表されている。移民の観点からは、「英語以外の言語を使用

する児童生徒 1 (Langua貯 backどroundother than Engliヌh: LBOTE)という属性が重要になず 干

れは、児童竺徒または保護者が家庭で英語以外の吾語を話している場合に分類される属性で、あるc

fLBOTEとそれ以外の児童生徒の間には、平均スコ 、は少なしリ iに しカミし、 LBOTEを-
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括し多様性を捨象しているため、そのように見えるに過ぎないとも指摘されているど ()o LBOTEと

し¥っても個々の生徒は出身国が異なり、家庭で英語以外の按数の言語を使用している場合もある O

貧困など家庭の経済的な状況も多様である。この多様性を分析の観点に含めることで、「どの属性

の移民が教育上困難を抱えてし¥るのか。どのように学校で組織的にアブローチすればよし 1のか。

どのような教育方法が有効なのかjという間いに答えることができるのではなしゅ吃考えられる。

5. アメリカ

(1)アメリカにおける移民と市民(国民)の捉え方

アメリカは多くの移民 (Fonヨign--bornまたは immigrant) を受け入れ、発展してきた。古くは

ヨー口ッパやカナダからの移民が大部分を占めていたが、近年では南米やアジアからがほとんど

である 21
0 2013年に実施された国勢調査 (AmericanCommunity Survey) によると、移民の数は

4l. 3百万人で、これはアメリカの全人口の 13.1%にあたる 220

アメリカにおいて「移民j とは、出生時にアメリカ市民権 (U.S. citizenship) を得てはし、な

いが、通常の滞在地 (usua11コlaceof residence)が同国である者を幅広く意味する概念である。

帰化したアメリカ市民 (naturalizedci tizens)、合法的な永住者 Oawfulpermanent residents、

いわゆるグリーンカードの保有者)、難民や亡命者、一時的な滞在ピザを有する者(例えば留学生

や臨時従業員)、不法滞在等、性質の異なる者を A括する概念である。その中で最も多くの割合を

占めているのが「帰化したアメリカ市民J(移民総数の 47% (19.3百万人))であるc

アメリカは出生地主義をとっており、国内で出生した者には市民権が与えられるη 英語能力や

合衆国の歴史、一般常識の理解の有無を確認する試験や面接に合格するといった所定の条円二を満

たせば、外国で生まれた者も市民権を得ることが可能である。そのため、市民 (citizen) としづ

概念の中には、外国にノレーツを持つ者が数多く含まれることになり、市民(国民) 2:lとそれ以外

としづ境界は、実態レベルで、は非常に媛味なものとなる。

(2)英語能力が十分でない児童生徒に対する支援の実態

移民または移民の子どもとネイティブなアメリカ市民との間に教育の機会の差はない。むしろ、

ンデを抱えるからこそ積極的な支援が必要になるという考えのもと、英語能力の保障を

中核にした施策が展開されている。アメリカでは、英語能力が十分ではない児童生徒を表す用語

として ELLs (Eng 1 i sh Language Learners :英語学習者)や LEP (Limited English Proficient 

限られた英語運用能力をもっ子ども)が用いられる 240 その中でも、親は外国生まれだが自分自

身はアメリカ生まれの「アメリカ市民J(し¥わゆる第二世代、第三世代)という、アメリカ生まれ

の英語学習者 (NativeU. S. -born ELLs)Jの層が拡大している三 o そのため、「公用語の運用能

力が限られている者=外国籍の者Jとしづ単純な図式は成立せず、アメリカにおける ELLs

は多様といえるどへ全米教育統計センターによると、 2012-13年度現在、公立学校に在籍する児

童生徒の 9. (約 440万ノ¥)が ELLsの対象として、 としての英語 (Eng1 i sh as Second 
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Language: ESL)、高強度言語トレーニング (HighIntensity Lanεuage Training: H. 1. L. T. )、パ

イリンガノレ教育といった言語教育プログラムを受けてし¥る L () 2013年度現在では5蔵以上の移民

の約半数が ELLsの対象になっているp このことは、これらのプログラムが主として移民または移

民の子どもを対象にしたものであることを示している。

2002年に制定された「落ちこぼれをつくらないための初等中等教育法I(陀)Chi ld Left Behi nd 

Act : NCLB法)は、「すべての児童生徒が英語で十分な学力を達成すること j を目標にし、こ

補助金授与の条件にした。英語能力が十分でない児童生徒 (NCLI3法では LEPを使用)を対象にし

た補助金{士、[司法タイトル沼によって賄われて'いる。その主旨は、彼らが英語を官熟し

高いレベルの学力を達成し、他の児童生徒と同様に州が規定する学習内容と学力j主成基準を満た

すことにある。各十ト|は、読解、作文、会話、開き取り、理解に関する英語の習熟度基準を定め、

年に一度の試験で測定する日ことで、対象となる児童生徒を特定するとともに、彼らの学力達成

に関するデータを収集・報告することが求められている。

(3)学力問題が語られる文脈と対象

アメリカでは 1969年以降、国家出〕な取り絡みとして「全米学力調査 (NationalAssessment of 

Educational Proεress: NAEP) Jを実施している。これは、初等中等学才交に在籍する児童生徒を対

象に、数学、読解、科学、作文、芸術、公民 (ci vics)、地理、合衆出史の各教科と工学的リテラ

シーについて「彼らがイ可を知り、 f可ができるの治、 (knowand can dO)J を測定するために定期的

に実胞されるものである三り 2005年調査からは障がいを抱えた児童生徒や ELLsも含めて実施し

ている l() このため、アメリカにおし

知識と技能として理解でき

1990年代以降J士、スタンダードやアカウンタビリティといった概念を鍵にしながら、アメリカ

といった場合、これらの教科やリテラシーに関する

の児童生徒に必要な学習内容のスタンダードの設定とそれに基づし 1たアカウンタピリティ制度の

構築が進められてきた。 NCLB法はこの改革理念を最も強力な形で制度化したといってよいじ同法

高1]下では、各州で第:3から第8 までの全児童生徒を対象にした読解と数学の学力テストが実

施され、その進捗状況が確認される。その結果、「適正年次到達目標 (AdequateYearly Progress 

AYP)J を達成できていなし九場合は、未達成の年数に応じて厳しし 1措置が講じられるc

以上を踏まえると、アメリカの学力政策の主眼は、全体としての底上げを学力“向ピ施策に

よって日指し、人種や社会階層等においーて生じている学力ギャッブの縮小は、学力“保障"施策

によって実現しようとしていると解釈できるc ここから、今次のアメリカの学力政策が、

おける平等 (eque:lli ty) と質ないし卓越さ (quality)を同時に実現しようとする、 e-qωlityの

理念によって支えられていると想定されるハしかしながら、これらの取り組みがどの程度成功し

ているかの評価は慎重にならざるを得ない。 ELLsの多くが学力目標に到達しておらず、 NAEPのテ

ストで、も基準を下回っていることが明らかにされているからである。学校の中退率も、改善は見

られるιのの、白人児童生徒よりも高い傾向が継続している:ll 移民の多くが低賃金労働に従事

?
l
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しているとしづ指摘32を鑑みると、学校教育における失敗がひいては貧困へとつながる可能性は

く、それ故に英語能力と学力の保障は教育政策上の重要課題として位量づけられることになる。

6. r公用語を母語としない児童生徒j を対象とした教育施策を捉える枠組み

(1 )どのような文脈で r教育課題JIま可様化されているか

以上の検討を経て、言語教育施策と学力向上施策が誰を対象にし、どのような制度的環境とし

て学校経営の前に立ち現われているかを比較した結果が表1である。

<表 1 各国の移民や外国人を対象にした教育施策の概要>

日本 イギリス オエーストアリア アメリカ

国民!の工議 位ilfG主魁 位出世話詰 (評判世臼自在準語 組智也主義

日柄譲別賄 -英設すで生対ザジ¥ -オストラリア市民推(=国 -合剰訪す住まれた人
者ー -市民と間寄場合もある 鯵ぴ滞有者 -市民と伊豆恥場合もある

-菊軍司で社注し、声親似ザ
れ」ウがオーストラリア市民権

またほ永儲歓待場合iえ自
動包こオ」ストラリーパ璃と

なる。

宿主者キ長明常生 州国人(窃主者、 -イギリス市開醤茶存者 オ」ストフリア永{卦醤呆有者 -アメリカ市問調呆存者(=市開

者を指すノ特吾 永{主者) (=市関 (主税ヨ3 -岱劫包tcO}く住者(グリーンカー

-イギリスオd封若菜存者 ド保有者

カオもらを 日持続第二言 -鶏苦を第一一言語とu点、 -鶏部外ほ害者怜1台湾1ish -持詐戸習者倍19lishL3.時国ge

f間言葉 語とする (l<}lglish as an 3問 kingBac防御ds) iβarners 日ls)

uaIXillese as a Additi側 l凶沼凶ge -片手Ijなお足こあるJ 'Ii.長られた苑詩句7をもっ

缶∞nd 日L)子ども (Di釦 dvantagぱ)子ども(ニ英 ιirruted English Proficient 
Lar習出ge:]SL) -片手i主主j持活こあるj 言語即効斗づケでljfcょく、貧毘伏 Lt}J)子ども

子ども むi泊 dv:油田ged)子ど‘も t沼こある子ども)

カオLらを JSLカリキュフム • L頼Ijとして、言言語読書の -第三百語としてσ渉宕吾 -第三雲語としてぴ渉苦吾倍以ish

対書道こし ※鶏短欝・義務 ため叫朝IJクラスはかし、 (English as a缶cαd as缶cα1dLar思Jagβ ESL)事官

た言語教 なし -ただし、日Is期主教員 凶思Jage:ESL)教育 '1詔歯支言語トいーニング射igh
τ向k 。酒運雪まある(臨σ理損 'J邸膳語としてび彦君苦 Intensi ty Lar沼uageTraining 

出量寓授業を担当) (Fnglish as an Additional H. 1. L T.) 
同時出ge 臥L)事情ご -バイリンガ';L教育

初等・中鴇清を受 日本人と矧翠人 市問調呆有者と対話鯨 市国型将者とえて儲者呆有者 アメリカ国民と市部主教育グ機
ける機会.p涯m.差 は教育江絹絵・ 有者比較育の機会.p搭 i主事清σ耕絵・戸都に着立プよ 会・戸締こ弟吉弘、

異 P部こ実駒差 に車台なし¥ し¥
;吉弘、

カれらを摘:lj 鮮ヂア調査狩コ -十ンョナノレ・ァスト等の ザァフシ」ーとニューメフシ -告1明主席査偽tiα131

する基準 結熟こ基3く評 学業喜i躍護(a悶 d側 c ーの剣主在住霊患者面げ。ログラ AssesS!ant of Educational 
f置謹話題詩熟、 achi evaant) ム.JQもtionalAssesS!ant pr唱ress:N¥EP) 

-桧・結納茸景 Program Li teracy符1cl -悶B{主Fヴ i初甥定すプる学習内
む1泊 dvantagl吋)を損!佐 Nuraracy: NAFl測で替強こ達 容と学j五都基準値:聞知i撞

する播襲こより相出 レJ持者 目標似間出teY，館lylせogress

AYP)をも習とさなし者

カ言、ら仰議喜 つ 財蜘せ刻援母恵議主判対壬 教員力配予算似甑良槻I't:ょ '!.EPを対書道こした報報企
校争-..(})支援 せ)、主こ学力向上フ。ログ、 カリキュラムぴ交問酔手 'AYPを磯部科こわたり至!撞でき
策 ラム夜精共 なし場合tj入轡締罰費出等婿主

体(学校や者20に課される

千建設禁争ィフ つ 教部こおける公平(叫lIty) 時泊lityW等叫Jalityと質
支援策を正当 -社会主義(social 私立ヰ越さ qua1ity)

化する樹匙 justice)/'...{J酒司意
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公用語の言語力が未熟ヵ、どうかは、英豪米のいずれでも全国学力調査の結果で判断されており、

---~定の水準に達しない者は、国民であってもなくても同じ学力施策の対象となっている。

力調査の結果を用いて言語力の成熟度を図っていることから、言語力の育成は、「外人jや「移

民Jといった属性に起因する固有の教育課題とはみなされていなし¥むしろ、初等中等教育の重

要な政策課題に位置づけられている。そして、英豪米では、言語教育政策と学力向上施策は“表

裏一ー体"のものとして、同内に居住する児童生徒に等しく実砲されていることが明らかになっ

これらの点は日本と大きく異なる。日本の場合、一部の自治体を除いた実態として、日本語力の

育成は、日本語を母語としない児童生徒に固有の教育課題と見なされてし 1るカ、らであるι

こうした“表裏一体"の施策が展開される背景に、英語力の獲得が社会達成を可能にするとい

う考え方がある。アメリカでは、 Limited En乞lishProficjentという用語は、英語力が十分でな

いこ止で、 「哨村社:会に対して完全に参力加[日iする機会をj獲蔓得でで、き片な丈μし、可i吉能能i主走E台副dイ性|生がある者J(N前CL臼B法夕イ卜/ルレ

医

ペや〉貧住凶jという文文a訪崩脈i氏iに位[置萱づけられ、ヵ、れらに対する教育施策は、「正義jや「公平Jといった価値

の実現をめざすものと見なされてし¥ることがわ治、った。こうした価値の実現への期待と圧力が、

個々の学校経営の制度的環境として組み込まれていることも、日本とは大きく異なる点である:~ 

日本と英i豪米の異を踏まえると、日本の場合は、日本人児童生徒で、さえ学力到達度が数値目

標としてi阿佐にされず、'芋力到達1犬況に応じた学力向上施策二が講じられていないう学力到達度を

評価基準がないため、外国人児童生徒の教育課題も学力不達成の観点から可視イとされな

い〈それゆえ、学力不達成の外国人児童生徒がし、ても、それは教育施策や学校経営の結果ーとして

もたらさたとは考えず、外国人児童生徒の能力の低さ(低学力)によるものとみなされ、積緒

的な施策の対象とならない。つ主り、日本の現状では、外同人児童生徒の学力達成を積極的な施

る文脈べやコカ ¥ことが明らかになっ

(2幻)どのような言葉で rかれらjは苛視化されているのか

日本では、同氏であるカ手?かが、教育)迩策この対象を定める上での前提的基準となっているが、

うで、はないことが明らヵ、になった教育課題として、「言詰的ノ¥ンJデ、の解消JF ず

が!当たるときと門主力不支の改善」に焦点が当たるときとで、教育施策の対象者の括り方が異

なる J 川、れらj を括るときに、各国ではどの文脈i/;優先されているのかr

オーストラリアには、英語閤;ぅ、ら>tミーた移民やアジア系 L流階層のように英語が謀能な移民もい

移民が必ずしも言語的ハンデをもっとは限らない。教育における公平(equi の観点治、ら{士、

「英以外の話者(Non-EnglishSpe2山 ngBackgn)unds)J がし、る学校に教員加配等の配慮がraつ

れるが、かれらは必ずしも学力不達成の課題を同時にもつわけではない、そのため、

力水準に達しなし 1移民の児童生徒をおすときは、「不利な:状況にある (Oiseldvとmld伊 d)jという用

語を使用し、英語力の未熟さに加えて貧[*]状態にある点を考慮している。イギリスも同様であ

つ主り、「言語的ノ¥ンデ、のWt消jに焦点が当たる場合J土、湾籍にカ治、わらず言語力の程度で対象
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者が選ばれる。「学力不達成の改善Jに焦点が当たる場合は、国籍にかかわらず学力の程度で対象

者が選ばれる。こうした選び方だと、「言語的ノ¥ンデ、が原因で、学力向上に支障があると見なされ、

積極的な施策の対象と考えられている児童生徒Jt土、必ずしも外国人どは限らなくなる。

日本と英豪米を比較した結果明らかになったことは、「外国人j という括り方が、「言語的ハン

デ、の解消j と f学力不達成の改善j をめざす教育施策において、対象者を限定する効果的な枠組

みとはいえないことである八日本では、“外国人児童生徒の門学力問題といった呼び方をするよう

に、 i外国人j としウ枠組みを、施策の対象者を定めるときに使用しがちで、ある。しかし、諸外国

の事例を参照する場合には、 f外国人JI移民Jを対象にしている施策を比較するのではなく、

語的ハンデの解消j と「学力不達成の改善j を意図している教育施策を比較する必要がある。そ

して、それらの教育施策のなかで、「外国人Jや「移民Jであることがどのように考慮されている

のかを比較する必要がある。対象のfJ{IJからの比較ではなく、施策の目的のほうからの比較が必要

であることが明らかになった。対象から迫るのであれば、外国人や移民の中でも、どのような属

性や特性を備える泊、らこそ、特別な教育施策の対象になるのかという観点が不可欠となる。検討

の結果、本研究ではそれを「公用語を母語としない児童生徒j とし、各国の移民教育政策を比較

するときの分析枠組みは、図 1に示したように、言語教育施策、学力向上施策、貧困対策との交

差のありょう{相互関係)を捉えるものになるとの結論に至った t九
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英豪米の事例を分析した結果、日本とは異なる とし ミび上がってきたことは、「言語的

ハンデ、j と「学力不達成j という 2つの教育課題σ)重なりの仁で捉えられる児童生徒が、さらに

「貧困J とし寸文!VI~の中に置かれることで、積極的な教育施策の対象として可視化されているこ

とであるc 日本では、日本人児童生徒の貧困問題には近年注目が集まっており、貧困と

成との関係に研究関心が集まっている。しカミしながらそうした関心;士、「正義Jや「公平j といっ

た髄値の実現という文脈で議論されているわけではないc また、外国人児童生徒の教育課題とし

ても、日本語力の育成を貧困対策の文脈で論じてきていなし¥)そこで今後は、社会と個人との関

係を視野に入れ、個人の学力達成が国にとってどのような意味をもつのか、そこにどのような社

会的価値の実現が意図されているのかという観点を含めて、学校経営の制度的環境の把握を進め

ていく必要がある。言語力の不足が、個人の社会達成という側面カミらだけでなく、国の経済発展、
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社会の分裂の回避や民主的な共生社会の実現にとってマイナスとみなされることが、移民の学力

向上施策を牽引する背景になっていることが、今回の比較で浮かび上がってきたからである 1

付記

本研究の執筆分担は次のとおりである。 1. 2・6を臼井、:きを末松、 4を佐藤、ら(1 )・ (:3) 

を照屋、 5 (2) を鞍馬が執筆した。主た、本研究は次の研究成果の 部である。日本学術振興

会科学研究費補助金基盤研究 (C) 課題番号 26381074 I外国人児童生徒在籍校におけるスクール

リーダーの役割と経営行動の解明J(研究代表者:白井智美、平成 26~28 年度)

注

i 浜田博文 (2007) 下学校の自律性j と校長の新たな役割:アメリカの学校経営改革に学ぶ』

ー装宗ι北野秋男編著 (2009) U'現代アメリカの教育アセスメント行政の展開Jl東信堂っ佐藤

博志 (2009)~オーストラリア学校経営改革の研究』東信堂。青木麻衣子・佐藤博志編 (2014)

『オーストラリア・ニュージーランド、の教育』東信堂、など。

言語習得と学力保障に着目する理由は 2つある。 1つは、日本の外国人児童生徒教育の課題

として、学習言語力の獲得と学力向上が重要になっているから、 2つめは、先行研究で、

校の教授言語の習得度が十分でないと学業成績が低いという、両者の相互関係について言及

されてきた治、らであるc OECD教育研究革新せンター編著、本名信行監訳 (2015)~グローパル

化と言語能力』明石書居。杉野俊子・原隆幸編著 (2015) ~言語と搭差J 明石書匹、など。

日本の外凶人児童生徒教育に関する政策分析を行った数少ない研究として、臼井智美 (2015)

人児童生徒教育の拡充に向けた教育委員会の役割一三重県松阪市の事例分析から -J

ぽ日本教育行政学会年報J第 41 号、 92-108頁)がある。この論文は、 OECD(経済協力開発

機構)が示した国際的な移民教育政策の指標に照らして日本の施策の成熟度を明らかにして

いる(それに対し本研究は、諸外国の移民教育政策の特徴ど相違点を捉え国際比較を可能に

する分析枠組みの構築を呂的としているのその点で、先行研究とは研究目的が異なるc

4 本研究では、「学力不達成j を、「政府がカリキュラム政策で標準と設定した学力水準に到達

しだ川、状態」の意味で使用するつ

例えば、佐久間孝正 (2007) ~移民大国イギリスの実験J 勤草書房。 A .ダトナウ他著、後洋

(2009) ~格差社会アメリカの学校改革J 明石喜匹。本柳とみ子 (2013) ~オーストラリ

アの教員養成とグローパリズム』東信堂、などυ

日 本研究では、「言語|杓ノ¥ンデJを、 I本人の母語が公用語と同じでないことにより、社会生活

上で様々な不利益を被る状態Jの意味で、使用する。

シンガボールでは、初等・中等字オ交の入学にあたり、外国人の児童生徒 (intern抗 ion3]

students; この場合、 non-Sing3poreCitizens主たは non-Sini-ぷlporePerm3nent Residents 

を指す)i士、期日までに所定の試験を受け合格し、かつ、公立学校の定員に空きがある場合

に限り、入学が認められているο そのため、試験に合格しても必ずしも入学が保障されるわ

けではないぐ詳k;[Bについては、シンガボール教育省の次のじRLを参照。

htれt叩pコ芯:λυ/γ/八九1快N¥V¥引'¥VWれ 刊 ，VW、rW.t船nωOωο仏.必如OV.S叫記/九1(:1とa刈i叶d伽1l11S凶slon凶S釘νI江!inU:凶ぽ叩込な守引r口、'n21

スニツク.コミュニティが相互に交流し、地域で結束することを目的とするもので、 2006

年教育査察法によって、イングランド公立校におけるコミュニティ結束教育が義務化さ
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。佐久間孝正(2014)U多文化教育の充実に向けて-イギリスの経験、これカミらの日本』勤草書

3 4 

1 () 佐久間(2014) 同一上、 ?3--14、24-25

1 1 DfES (200品、 Aiming !ligh: Support i1]乞 tflecti ve US'(:l o[日仏G

l三 OECD(2007)U移民の子どもと学力J明石書応、 146-149頁、 157頁ζOECD編著(2011)U移民の

どもと格斎藤里美監訳、明石書出、 63頁、 86頁。なお、政府レベルでは、エスニック・

マイノリティの教職への就職支援のほか、 2007年 7月には、「ご二ューカマーのための卓越性プ

ログラム (NewArri val s Excellence Progrelmme: NAEP) Jが着手され、各校の「第二言語とし

ての英語学習j のための情報提供や教員研修の支援が実施されている。その他にも自治体レ

ベルで行われているエスニック・マイノリティの支援(例えば、 LeedsBlack elnd Ethnic 

Minority Mentorin日 Progranm1e) で{士、高等教育進学に関する学習意欲や学習面のメンタリ

ングが焦点化されている。

1:1 OECD編著(2011)、前掲、 107-108

1 -4 NCSL (200E弘、 Schools'Leadin巳 Schools':71Je Power ond Potel1tial o[ National Leader.c; o[ 

正岳(!u(正CαYνtぷlti(υ)J刀1λ
‘ 

1 梅Fll久枝 (2008) iオーストラリアの移民政策J[耳立国会図書館調査及び立法考;宣伝JU人口減

少社会の外国人問題

1 (; ;宴野健 (2014) エスニック e コミュニティと永住市民(デニズン)をめぐる試論:オースト

ラリアの日本人格住者と、そのシティズンシッブをめく、、ってj 引ヒ九州

21孝夫、 113 

1 I Council of Austral ian Governments (2014) ，必lt1υω/刀J正μrl王tυlu火ceυ/t i()J山/刀J!t'(υ)f()1刀'1Aμιρ:了r司~e

p.31. 

i 日 ~li ni sterial Counc i 1 O!1 Educat i on， Employment， Trai nin芯 andYouth Affairs (200計) ， 

MtイbOUlγJ正)Declaratio!J on t(!ucatiollal Coals' [or Younρ-AuぷtraliδllS， p.付，

iリ Creaεh，S. (2014) ，“National standardised testing and the diluting 01' Engl ish asは

seconcl lanどuage(ESL) inAustralia"， Engliヌh九版、hi/Jg:乃clctlc、θafldCri t iquハVolume

13， Numbe1' 1， p.31. 

三u Ibid.， p. 35. 

1 Wright， W. (2015) FouJJdatioJ].，，' 1'01喝 Teaching Ell/-d is'i7 LanguagθLθdr17θr5': R，ω，'earchタ刀1刊Jry.

Policy， 正md乃'a仁tice2 nd. ed.， p. (3 

:2 http: ml εrationpol 01'芯 icle/frequently-requestecl-statistics-immigr之mts

and-inm1i足rati on-uni ted--states/ (2015. 10. 29確

三 I主i民 ional) は、市民と同義で、使われるほか、合衆国の管轄内で生支れたすべてυ')人を

指す場合や、特定の占領地でイ主まれた者で市民でない者をしづ場合など、多義的に用いられ

る概念であるぐ新田浩司 (2014) rアメリカ合衆[主i移民法の最近の動向に関する研究j 高崎経

済大学地域政策学会『地域政策研究J第 16巻第3号 17頁を参照。

三4 どちらの用語を用いるかは文脈や機関で異なるが、|商用語が対象とする児童生徒はほぼ等し

い。例えば、ニューヨーク diはガイドブックで、「白

rijの公立学校に入学する際に、英語運用能力のレベルが外!のめる習熟基準を F回る児童坐

徒をニューヨーク市では ELLsと呼ぶのに対して、ニューヨーク州は LEPと呼ぶJと説明して

し1る (NewYo1'k Ci ty Depal乃 tmentof Education (2010) EP1CF'acilitators' (/uide， p. 6)0 

L 2012年度現在で、第二世代の 37弘、第三世代の 32弘が ELLsの対象に位置づけられるという c

https:/; 
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認)を参照。

26 ELLsは、属性や英語能力等の観点治、ら 12に分類できるとしづ。駒山ht，W. Op. ci t.， p. 10. 

27 http://nces. ed. gov/programs/coe/indicator_cgf. asp (2015.10.29石在言忍)

日自治体国際化協会ニューヨーク事務所 (2010)I米国における言語vマイノリティに対する教育

支援施策J(Clair Report No.346)、19

日 http://nces.ed. gov/n抗 ionsreportcard/とlbout/(2015. 10.29確認)

:l () https://nces. ed.にov/nationsreportcard九dw/instruments/勺oncりだ sdο1 J. a芯px(2015. 10. 29 

確認)

:ll Wright， W. (201.5)， op. cit.) pp. 13← 15. 

2 福永l副長 (2008) Iアメリカにおける移民等に対する自|耳語教育の内容について!

研究所内部報告書 平成 19年度成果普及セミナ一報告書 「生活者にとって必要な『二と

を考えるJJ]国立国語研究所日本語教育基盤情報センタ一、 5

i 志水も、諸外国の学力政策を分析する際、「その国の諸活Ij}支が有する独自の了経路依存性』を

十分にふまえなければならなしリと指摘すーる。「経路怯存性j とは、「現存する高Ij[支が、合理

性や効率性といった要因ではなく、初期条件や歴史的諸要因によって決定されるという特徴j

であるr 志水宏古・ UJEE官也編 (201.5)!i学力格差是正策の間際比較J岩波書居、 9

1 言語教育施策の中には、いわゆる外国語教育も含まれる。 しかし、本研究では外国語教子孔て

関する施策は険討していない。外国語教育は必ずしも学力向上施策と表裏イ本で進められて

し、るとは限らなし、ため(日本も英豪米も、全国学力調査の対象科目に「外国語j を合んでい

¥ )、[主11では、学力日lt施策ど言語教育施策が重ならない部分ιあることを示しておいた F

~ ;-)これらの研究課題追究のため、今笹は比較対象!主を広げて~ ¥く必要がある)本研究が示した

分析枠組みで、他国の移民教育政策が分析可能か、新たに考慮すべき観点が抽出可能か、

を険，i汁る必要があるc 昨今び)Eli諸[廷の移民政策の相違の顕在化を考f蓋し、 ドイツ、フラン

ス、スウェーデン等の事例も視野に入れてLペコ主た、本研究で(土、英豪米とは異なる丈)j}長

(斗士会統j!?と同のi耳競争力強化)で、 二言語教育政策と

*ールも検討対象にしていたが、キt¥:1福0)都合と害|隠し
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